
吹田市個人情報保護審議会委員公募要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、吹田市個人情報保護審議会規則第２条第３号に規定する吹田市個人情報保護

審議会委員（以下「委員」という。）の公募に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

（公募の方法） 

第２条 委員の公募は、市報すいた及び市のホームページ等により行うものとする。 
 

（応募者の条件） 

第３条 委員の公募に応募する者（以下「応募者」という。）は、委嘱日現在において、次の各号の

すべてを満たさなければならない。 

(1) 市内に住み、通勤し、若しくは通学する者又は市内に事業所を置き事業活動その他の活動を

行う者 

(2) 18歳以上の者 

(3) 本市の審議会等の委員となっていない者 

(4) 本市の職員でない者 

(5) 本審議会において通算８年以上委員を務めていない者 
 

（作文の提出） 

第４条 応募者は、８００字程度の作文（以下「応募作文」という。）を市民部市民相談室に提出す

るものとし、応募作文のテーマは別途定める。 
 

（選考委員会） 

第５条 公募委員を選考するために、選考委員会を置く。 

２ 選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 
 

（応募の条件の審査、採点の方法） 

第６条 提出された応募書類については、あらかじめ市民部市民相談室において第３条の応募者の

条件の審査を行うものとする。 

２ 選考委員は、前項の審査を経て、応募作文について、別記の採点基準に基づき、項目別に採点

を行うものとする。 

３ 採点は、応募者の氏名等を明示せず、任意の番号を付し行うものとする。 
 

（公募委員の選考） 

第７条 選考委員が、作文について 20点満点で審査を行い、上位２人を候補者とする。 

２ 全出席委員の採点平均が１２点未満の応募者は候補者としない。 

３ 募集人数を超える市民から応募がある場合は、次に掲げる手順により、候補者の順位を付ける。 

(1) 選定に当たっては、各選考委員が評価点による順位付けを行い、１位と順位付けした委員数

が多い者を上位とし、候補者を決定する。 

(2) １位と順位付けした委員数で決定できない場合は、同数となった者について、２位と順位付

けした委員数が多い者を上位とし、候補者を決定する。２位と順位付けした委員数でも決定で

きない場合は、同数となった者について、各委員が付けた順位を足し合わせた合計が小さい者

を上位とし、決定する。 

(3) いずれの方法でも決定できない場合は、選考委員会の合議又は多数決による。 



(4) 以降の順位については前(1)(2)(3)の手順に従い、順位を決める。 
 

（選考期間） 

第８条 選考期間は、応募締め切り後１か月以内とする。 
 

（選考結果の通知等） 

第９条 選考結果は、すべての応募者に文書で通知するものとする。 

２ 応募者より不採用理由の問い合わせがあった場合、選考方法、選考基準を伝え、説明するもの

とする。 
 

（庶務） 

第１０条 委員の公募に関する庶務は、市民部市民相談室において処理する。 
 

（委任） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、委員の公募に関し必要な事項は、市民部長が定める。 
 

附 則 

この要領は、令和２年４月 16日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年４月 24日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年９月３日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記 採点基準 

 

１ 応募作文について、テーマに従い、次の項目について実施するものとする。 

(1) テーマに沿った内容となっているか。 

(2) 論点が整理されていて、論理の進め方が適正か。 

(3) 自分の意見をわかりやすく述べているか。 

(4) 発想が柔軟で考え方に偏りがないか。 

２ 採点は、前項各号にかかる項目ごとに、次の区分に従って実施するものとする。 

(1) とても良い   ５点 

(2) 良い      ４点 

(3) 普通      ３点 

(4) あまり良くない ２点 

(5) 良くない    １点 


